
] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

 ②システムの機能

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] その他 （ )

[ ] 宛名システム等 [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称

 ③他のシステムとの接続

寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関する事務

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 使用せず（エクセルファイルで管理）

 ③対象人数

札幌市では、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第７条第１項及び第８項の規定に基づき、寄附
金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）の適用を受けようとする寄附者から求めが
あったときは、当該寄附者の住所所在地の市区町村長に対し、その情報を通知する。
寄附金税額控除に係る申告特例に関する事務の適正な管理に際し、行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）の規定に
従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

具体的な事務：
・申告特例の求めに係る申請書の受理、応答、保管
・申告内容の変更の届出に係る書類の受理、応答、保管
・申告特例を求めた者の住所地の市町村長に対する申告特例通知書の作成、電子的送付

[ 1万人以上10万人未満



]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施しない

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 秘書課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 札幌市　総務局　秘書部　秘書課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

 ４．個人番号の利用 ※

札幌市_eLTAX納品データ

 ７．他の評価実施機関

－

 法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の16の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令　第16条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条例（平成27年度10月6日条例第42号。以下、「利用条
例」という。）

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠


	Ⅰ 基本情報

